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扶助費とは生活に困っている人や
子育てをしている世帯、障害を持った方々などの
生活を社会全体で支えるためのお金です。

▶扶助費の内訳（令和3年度 普通会計決算額）

●児童福祉費と生活保護費で全体の４分の3程度を占めています。
●子育て環境の整備について、社会状況の変化や保護者のニーズなどに応じながら、力を入れて取り組ん
でいます。
●生活保護費は高齢化の進展などにより高止まりしています。

扶助費
2,390億円 1,196億円

50.0％

児童福祉費

559 億円
23.4％

生活保護費

383億円
16.0％

社会福祉費

252億円
10.6％

その他
子育てをしている方々への支援
●保育所の運営のための費用
●小児医療費助成のための費
用��など

病気で働けないなどの理由で生
活に困っている方々への支援
●生活費
●住宅費
●医療費の支給��など

重い病気や障害を持った方々な
どへの支援
●障害を持った方々の介護や
施設での自立・就労訓練のため
の費用
●医療費の助成��など

児童福祉費

社会福祉費

生活保護費

❽扶助費には、時代の流れや
社会の様子が反映されています

川崎市の財政を知ろう



17

▶扶助費の推移（普通会計決算額）

扶助費の増加傾向は
はっきりとしたものとなっています。
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※R3までは決算額。R4、R5は当初予算額

社会
福祉費

その他

生活
保護費

児童
福祉費

H26

593

615

243

109
1,5601,560

H27

596

686

244

118
1,6441,644

H28

585

734

278

120
1,7171,717

H29

586

809

283

132
1,8101,810

H30

568

865

273

150
1,8561,856

R1

565

927

283

197

1,9721,972

R2

563

996

294

221

2,0742,074

R3

559

1,196

383

252

2,3902,390

R4

578

1,220

312

158
2,2682,268

R5

577

1,227

339

153
2,2962,296

社会保障・税一体改革に係る本市の取組

高齢化や現役世代の減少などの社会経済状況の変化を踏まえ、社会保障の充実・安定化と財政健全化を同時
に達成するため、平成26年４月から消費税率の８％への引上げをはじめとする「税制抜本改革」が実施されま
した。また、令和元年10月からは消費税率が10％に引き上げられました。
消費税率の引上げ分については、全て社会保障の充実・安定化に向け、「年金・医療・介護・子育て」の４分野に
使うこととされています。

社会保障の充実の主な取組

財源として
活用

子育て支援の充実 介護事業の充実

約198億円 

消費税率
引き上げによる

本市の5年度予算に
おける増収見込額

 10年前と
比べて約1.5倍の

金額に増加しており、
介護予防や健康づくり

などの扶助費の抑制につなが
る取組をしっかりと進める必
要があります。




